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野
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平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
独
立
行
政
法
人
沖
縄
科
学
技
術
研
究
基
盤
整
備
機
構
の
所
管
省
庁
で
あ
る
内
閣
府
の
同
機
構

に
対
す
る
監
督
体
制
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
独
立
行
政
法
人
沖
縄
科
学
技
術
研
究
基
盤
整
備
機
構
の
所
管
省
庁
で
あ
る
内
閣
府
の
同

機
構
に
対
す
る
監
督
体
制
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
自
ら
が
直
接
そ
の
内
容
の
確
認
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
先
の
答
弁
書

（
平
成
二
十
年
十
一
月
二
十
一
日
内
閣
衆
質
一
七
〇
第
二
三
五
号
）
一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
内
閣
府

に
お
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
沖
縄
科
学
技
術
研
究
基
盤
整
備
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
よ
り
、
平
成
十
八
年
度

及
び
平
成
十
九
年
度
に
機
構
が
支
出
し
た
シ
ド
ニ
ー
・
ブ
レ
ナ
ー
理
事
長
の
旅
費
（
以
下
「
理
事
長
の
旅
費
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
購
入
し
た
い
わ
ゆ
る
世
界
一
周
航
空
券
を
同
理
事
長
が
利
用
し
た
際
の
用
務
等
に
つ
い
て
も
報
告
を
受
け
た
も
の
で

あ
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
部
分
も
あ
る
こ
と
、
及
び
機
構
に
よ
る
と
、
理
事

長
の
旅
費
に
関
す
る
書
類
の
一
部
に
不
備
が
あ
る
時
期
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
か
ら
、
同
記
事
の
内
容
の
す
べ
て
が
「
事
実
で

な
い
、
ま
た
は
事
実
を
誤
認
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
機
構
に
よ
る
と
、
先
の
答

一



弁
書
一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
理
事
長
の
旅
費
に
つ
い
て
、
機
構
の
業
務
に
必
要
で
は
な
い
と
認
め
ら

れ
た
も
の
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二


